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提案理由 

 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な

事項を定めるため、本案を提案するものである。 



所沢市一般職員の特殊勤務手当に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、所沢市一般職員の給与等に関する条例（昭和２６年告示第

８号。以下「給与条例」という。）第１０条第２項の規定に基づき、特殊勤務

手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（特殊勤務手当の種類） 

第２条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。 

⑴ 税務手当 

⑵ 防疫手当 

⑶ 特殊車両等運転手当 

⑷ 主任技術者手当 

⑸ 行旅病人等取扱手当 

⑹ 福祉業務手当 

⑺ 夜間診療等手当 

⑻ 夜間看護手当 

⑼ 災害対策業務手当 

⑽ 建築主事手当 

⑾ 動物死体処理手当 

⑿ 消防手当 

（税務手当） 

第３条 税務手当は、次に掲げる業務又は作業に従事した職員に支給する。 

⑴ 庁舎外における所沢市税条例（昭和２５年告示第７６号）第３条に規定す

る市税又は所沢市国民健康保険税条例（昭和３２年告示第１５７号）第１条

に規定する国民健康保険税（以下「市税」という。）の滞納に係る徴収金の



徴収業務 

⑵ 市税の滞納処分のための財産の差押え、公売又は捜索の作業 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務又は作業の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

⑴ 前項第１号の業務 １日につき２５０円 

⑵ 前項第２号の作業 １件につき２５０円 

３ 同一の日において、第１項第１号の業務及び同項第２号の作業に従事した場

合にあっては、同項第１号の業務に係る手当は、支給しない。 

（防疫手当） 

第４条 防疫手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成１０年法律第１１４号）第６条第２項から第５項まで及び第７項に定め

る感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのある場所又は物件の

消毒作業に従事した職員に支給する。 

２ 前項の手当の額は、１件につき５００円とする。 

（特殊車両等運転手当） 

第５条 特殊車両等運転手当は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第

６１条第１項の規定により就業が制限されている業務を行うことができる者と

して、当該業務に係る特殊車両等の運転又は操作に従事した職員に支給する。 

２ 前項の手当の額は、１日につき３００円とする。 

（主任技術者手当） 

第６条 主任技術者手当は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４３条

第１項又は第２項の規定により選任された主任技術者として電気工作物の工事、

維持及び運用に関する保安の監督業務に従事した職員に支給する。 

２ 前項の手当の額は、１月につき５，５００円とする。 

（行旅病人等取扱手当） 



第７条 行旅病人等取扱手当は、次に掲げる作業に従事した職員（消防職員を除

く。）に支給する。 

⑴ 行旅病人及行旅死亡人取扱法（明治３２年法律第９３号。以下「行旅病人

法」という。）第１条に規定する行旅死亡人又は変死人の収容作業 

⑵ 行旅病人法第１条に規定する行旅病人の救護作業 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 前項第１号の作業 １件につき３，０００円 

⑵ 前項第２号の作業 １件につき１，５００円 

（福祉業務手当） 

第８条 福祉業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員（第１号及び第２号に

掲げる業務にあっては福祉事務所の職員に、第３号に掲げる業務にあっては精

神保健福祉士法（平成９年法律第１３１号）第２条に規定する精神保健福祉士

として指定された職員（医療職給料表の適用を受ける職員を除く。）に限

る。）に支給する。 

⑴ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１５条第３項又は第４項に規定

する業務（生活保護に係る業務に限る。） 

⑵ 社会福祉法第１５条第３項又は第４項に規定する業務（生活保護に係る業

務を除く。） 

⑶ 精神保健福祉士法第２条に規定する相談援助に関する業務 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 前項第１号及び第３号の業務 １月につき６，０００円 

⑵ 前項第２号の業務 １月につき４，５００円 

（夜間診療等手当） 



第９条 夜間診療等手当は、所沢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

（平成７年条例第２７号。以下「勤務時間等条例」という。）第８条第１項に

規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において規

則で定める救急医療等の業務に従事した市民医療センターの医師に支給する。 

２ 前項の手当の額は、その業務１回につき５０，０００円を超えない範囲内で

規則で定める額とする。 

（夜間看護手当） 

第１０条 夜間看護手当は、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜

（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この条において同

じ。）において行われる看護業務に従事した市民医療センターの看護師又は准

看護師に支給する。 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

⑴ 深夜における勤務時間が４時間以上の場合 １回につき３，３００円 

⑵ 深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満の場合 １回につき２，９００

円 

３ 深夜における勤務交替に伴う通勤について特段の考慮が必要であると認める

場合においては、前項の手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に掲げる額を加算した額とする。ただし、給与条例第９条第１項第２号

の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。 

⑴ 通勤距離が片道２キロメートル以上５キロメートル未満の職員 ３８０円 

⑵ 通勤距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満の職員 ７６０

円 

⑶ 通勤距離が片道１０キロメートル以上の職員 １，１４０円 

（災害対策業務手当） 



第１１条 災害対策業務手当は、次に掲げる業務又は作業に従事した職員（消防

職員を除く。）に支給する。 

⑴ 所沢市地域防災計画に基づく体制の下で行う災害対策の業務のうち、正規

の勤務時間に連続して行う４時間以上の業務又は正規の勤務時間に連続しな

い業務 

⑵ 災害及び突発事故の対応のための正規の勤務時間に連続しない現場作業

（前号に掲げる場合を除く。） 

２ 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務又は作業の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。 

⑴ 前項第１号の業務 １回につき２，０００円 

⑵ 前項第２号の作業 １回につき１，０００円 

（建築主事手当） 

第１２条 建築主事手当は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４条第

６項の規定により任命された建築主事として建築物の建築等に関する確認業務

に従事した職員に支給する。 

２ 前項の手当の額は、１月につき６，０００円とする。 

（動物死体処理手当） 

第１３条 動物死体処理手当は、動物（犬、猫等市長が別に定めるものをい

う。）の死体処理の作業に従事した職員に支給する。 

２ 前項の手当の額は、１件につき５００円とする。 

（消防手当） 

第１４条 消防手当は、次に掲げる業務に従事した消防職員に支給する。 

⑴ 火災等における消火活動又は救助活動等のための出動業務 

⑵ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９号に規定する救急業務の

ための出動業務 



２ 前項の手当の額は、次のとおりとする。 

⑴ 前項第１号の出動業務 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる額（消

火活動が２時間以上となった場合にあっては、次に掲げる額に１００分の

２００を乗じて得た額とする。） 

ア 機関長及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する

大型自動車の運転に従事した職員 １回につき４００円 

イ 放水長及び機関員（アに該当する職員を除く。） １回につき３００円 

ウ ア及びイ以外のもの １回につき２００円 

⑵ 前項第２号の出動業務 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げ

る額 

ア 出動距離が片道２０キロメートル以上である場合 １回につき５００円 

イ 出動距離が片道２０キロメートル未満である場合 １回につき１００円 

（月額を単位として支給する特殊勤務手当の額） 

第１５条 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以

下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定により同条第 1 項に規定す

る育児短時間勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」とい

う。）及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）が、第６条、第８条又は第１２条に規定する業務に従事したときに支給

する特殊勤務手当の額は、第６条第２項、第８条第２項又は第１２条第２項に

定める額に、勤務時間等条例第２条第２項及び第３項の規定により定められた

その者の勤務時間を、勤務時間等条例第２条第１項の規定により定められた勤

務時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 



（月額を単位として支給する特殊勤務手当の減額） 

第１６条 第６条、第８条又は第１２条に規定する業務に従事する職員のその月

の勤務日数が１６日に満たないときは、第６条第２項、第８条第２項又は第１２

条第２項に規定する額から、その不足する日数半日につき、それぞれ同項に規

定する額を３２で除して得た額（当該額に、５０銭未満の端数を生じたときは

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り

上げるものとする。）を減額する。ただし、育児短時間勤務職員及び再任用短

時間勤務職員については、規則で定める。 

（支給方法） 

第１７条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

業務又は作業に従事した職員に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に

業務又は作業に従事した職員に係る特殊勤務手当については、なお従前の例に

よる。 

３ 施行日の前日から施行日に連続する業務又は作業に従事した場合においては、

前項の規定にかかわらず、当該業務又は作業を開始した時間の属する日におい

て業務又は作業に従事したものとみなす。 

（平成２４年度における特例） 



４ 平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間において、次の各号

に掲げる業務に従事した職員に対し、当該各号に掲げる額を特殊勤務手当とし

て支給する。 

⑴ 高圧受電、変電施設の保守管理業務に従事した電気事業法第４４条第１項

第１号から第３号までに規定する電気主任技術者免状を有する職員（主任技

術者として選任されている職員を除く。） １月につき１，７５０円 

⑵ 高圧受電、変電施設の保守管理業務に従事した電気事業法第４４条第１項

第１号から第３号までに規定する電気主任技術者免状を有しない職員 １月

につき１，２５０円 

⑶ 社会福祉法第１５条第５項に規定する業務（生活保護に係る業務に限

る。）に従事した福祉事務所の職員 １月につき１，２５０円 

⑷ 保育園における保育の業務に従事した保育士 １月につき２，２５０円 

⑸ 松原学園における集団生活支援及び療育支援の業務に従事した保育士 １

月につき２，０００円 

⑹ 児童館における指導業務に従事した職員 １月につき１，５００円 

（準用） 

５ 第１５条及び第１６条の規定は、前項の規定により支給する特殊勤務手当に

ついて準用する。 

 


